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製 品 用 途

本品は，ブタ Sus scrofa  domesticus  Erxleben （Suidae ）の胎盤から抽出して得たエキスを
酵母で発酵させたものである．

定 義

化粧品

製造日より1年（未開封）

備 考

強熱残分 1.0 %以下 外原規 19 （第1法，2g）

0.01～0.05 % 外原規 46 （第1法）定量法 窒素

総好気性微生物数 100 CFU/g以下 日本薬局方 4.05

紫色を呈する 外原規 プラセンタエキス（1） 確認試験（1）

ペプチド 赤紫色～青紫色を呈する 外原規 プラセンタエキス（1） 確認試験（2）

改訂日 2021年7月1日

性状
無色～淡黄色の液で，
特異なにおいがある

外原規 通則

お取引先各位

品質規格書

製 品 名

成 分 名 水、サッカロミセス／（黒砂糖／プラセンタエキス）発酵液、クエン酸Na、フェノキシエタノー
ル
Water、Saccharomyces/Black Strap Powder/Placental Extract Ferment Filtrate、Sodium

Citrate、Phenoxyethanol

試験方法

〒164‐0001　東京都中野区中野3‐3‐5

TEL：03‐5328‐9331　FAX：03‐6735‐8950

規格値規格項目

規 格

ホルス　発酵熟成プラセンタ®エキス‐D

重金属 20 ppm以下 外原規 34 （第2法，1.0g，鉛標準液2.0mL）

5.5～7.5 外原規 57pH

純度試験 外原規 59 （第3法，1.0g）

ホルモン ピークを認めない 外原規 プラセンタエキス（1） 純度試験（3）

ヒ素 2 ppm以下

確認試験
アミノ酸


